


個人番号 （マイナンバー） 制度について！！

●身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請
●特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当
●補装具費、日常生活用具費の申請　●障害福祉サービスの申請　●障害児通所支援（就学前後）の申請
●地域生活支援事業（日中一時支援、移動支援、地域活動支援センター）の申請
●自立支援医療費（更生･育成･精神通院）の申請（自立支援医療の申請には同一保険加入者全員の「個人番号」が必要です）

持参するもの
申請者本人が手続の場合

申請者本人が
障がい児（者）の場合

申請者本人が保護者の場合
（障がい児が18歳未満の場合等）

本
人
に
つ
い
て

番
号
確
認

[申請者の個人番号カード]
[通知カード]
[個人番号有り住民票の写し]

いずれかの原本1つ
いずれかの原本1つ
障がい児（者）と保護者、両
方の原本が必要です

身
元
確
認

[写真付身元確認書類]*1
もしくは
[写真無し身元確認書類]*2

写真付は１つ
写真無は２つ
いずれも原本

写真付は１つ
写真無は２つ
いずれも原本

持参するもの 代理人が手続の場合
代行（使者）または郵送での

手続の場合
＊封筒等に入れてください

本
人
に
つ
い
て

番
号
確
認

[申請者の個人番号カード]
[通知カード]
[個人番号有り住民票の写し]

いずれか1つ
（写し可） いずれかの写し1つ

身
元
確
認

[写真付身元確認書類]*1
もしくは
[写真無し身元確認書類]*2

写真付は１つ
写真無は２つ
いずれも写し

代
理
人
に
つ
い
て

代
理
権
確
認

[法定代理人は資格の証明書類
（戸籍謄本等）]

[任意代理人の場合は委任状]*3
[障がい児（者）本人の

身元確認書類]*4

いずれかの原本1つ

身
元
確
認

[写真付身元確認書類]*1
もしくは
[写真無し身元確認書類]*2

写真付は１つ
写真無は２つ
いずれも原本

* １　個人番号カード・運転免許証・パスポート・障害者手帳など（詳しくは裏面を参照ください）
* ２　加入医療保険のわかるもの・介護保険証・年金手帳など（詳しくは裏面を参照ください）
* ３　任意様式（押印が必要です　スタンプ印以外）
* ４　* １、* ２および[通知カード]

個人番号が必要な手続きでは「本人確認」等の書類が必要になります。
下記表を参照のうえ、必要な書類をご持参ください。
なお、社会福祉課で「個人番号」が必要となる手続きは以下の通りです。

（下記以外でも、今後「個人番号」が必要になる場合があります）



* １
写真付き

個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書（平成24年4月1日以降に発行され
たもの）、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カー
ド、特別永住者証明書、税理士証票、写真付き学生証、写真付き身分証明書、写真
付き社員証、写真付き資格証明書（船員手帳、海技免状、狩猟・空気銃所持許可証、
宅地建物取引士証（宅地建物取引主任者証）、電気工事士免状、無線従事者免許証、
認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従
事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習
資格認定証、検定合格証（警備員に関する検定の合格証）等）、戦傷病者手帳、住
基カード（写真付き）、一時庇護許可書、仮滞在許可書

* ２
写真無し

加入医療保険のわかるもの、介護保険被保険者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、
住基カード（写真無し）、学生証、社員証、資格証明書（生活保護受給者証、年金・
恩給証書、各種医療受給者証等）、介護保険負担限度額認定証、介護保険特定負担
限度額認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担割合証、
国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証、
国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険被保
険者資格証明書、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、後期高齢者
医療特定疾病療養受療証、後期高齢者医療被保険者資格証明書、障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律による受給者証（障害福祉サービス受
給者証、地域相談支援受給者証、自立支援医療受給者証、地域生活支援事業受給者
証）、児童福祉法による通所受給者証、医療費助成制度の受給者証、在学証明書

身元確認書類（個人番号利用事務実施者が認めるものを含む）

個人番号カード１枚で

「個人番号の確認」と「本人確認」ができます！！

マイナンバー



は　じ　め　に

　このしおりは、障害者手帳をお持ちの方や、難病患者等
の方々そしてその家族が、日々の暮らしの中で手引として
広くご活用いただけるように編集作成したものです。
　限られた紙面ですので、行き届かぬところ、おわかりに
なりにくいところも多いかと存じますが、ご意見、お気付
きのところがあればお聞かせいただいて、今後の編集に反
映させていただきます。
　このしおりが皆様の生活の中で少しでもお役に立つこと
があれば幸いです。
　１．記載の内容は、おおむね令和 7 年 4 月現在です。
　　　制度改正に伴い、変更されるものもあります。
　２．このしおりでは、制度の概要について記載してあり

ますので、詳しいことについてはそれぞれの窓口、
問い合せ先にお尋ねください。
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障害者手帳区分程度別該当制度一覧
○印の等級はおおむね該当しますが、内容によって年齢・所得・等級（程度）
　等に制限があります。くわしくは各窓口にお問い合わせください。

区　分 医療 介護 手　　当 補装具等 住宅 交　通 税　金

　　制　度

 障害の
 区分・程度

医
療
費
の
助
成

訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス

重
症
心
身
障
害
児

　
　

（
者
）
福
祉
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

特
別
障
害
者
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

補
装
具
の
支
給

日
常
生
活
用
具
の
給
付

住
宅
改
造
の
助
成

有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引

タ
ク
シ
ー
料
金
の
助
成

自
動
車
改
造
等
の
助
成

自
動
車
税
種
別
割
、軽
自
動
車
税
種

別
割
及
び
環
境
性
能
割
の
減
免

所
得
税
・
市
民
税
の

障
害
者
控
除

ページ 4 14 17 17 17 18 19 20 22 24 24 25 27 27

身　
　

体　
　

障　
　

害　
　

者　
　

手　
　

帳

視
覚
障
害

1 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 △ △ ○ △ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○ ○
5 ○ ○ ○
6 ○ ○ ○

聴
覚
ま
た
は

平
衡
障
害

2 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○
3 △ △ ○ △ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○
5 ○ ○ ○
6 ○ ○ ○

音
声

言
語

3 △ △ ○ △ ○ ○ ○
4 ○ ○ ○

肢
体
不
自
由

上
肢
下
肢
体
幹

1 △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○
3 △ △ ○ △ ○ △ △ ○
4 △ ○ ○ △ △ ○
5 ○ ○ △ △ ○
6 ○ ○ △ △ ○

内　

部

1 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 △ △ △ △ △ ○ ○ ○
3 △ △ △ ○ ○ ○
4 △ ○ ○

療
育
手
帳

A1 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○
A2 △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○
B1 △ △ ○
B2 △ △ ○

精
神
障
害
者

手　
　
　

帳

1 △ △ △ △ ○ ○ ○
2 △ △ △ △ ○ ○
3 ○

備　　考

△
所
得
制
限

     

等

介

護

保

険

優

先

△
所
得
制
限

     

等

　
在
宅
常
時
介
護

△
所
得
制
限

     

等

　
在
宅
常
時
介
護

△
所
得
制
限

     

等

△
所
得
制
限

     

等

介

護

保

険

優

先

△
一

部

対

象

介

護

保

険

優

先

介

護

保

険

優

先

介
護
者
運
転
の
場
合
あ
り

△
下
肢
・
体
幹
を
含
む
場
合

△
本

人

運

転

等

通
院
の
み

通
院
の
み
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用具の種類 対　　　　　象　　　　　者
障害区分 等級・程度 そ　　の　　他

視 覚 障 害 者 用
ポータブルレコーダー

視　　覚

１・２

点字タイプライター 就労若しくは就学している人又は就労が見込ま
れる人

点 字 器
視 覚 障 害 者 用 活 字
文 書 読 上 げ 装 置
盲人用体温計（音声式）

視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯盲 人 用 体 重 計
盲 人 用 血 圧 計
盲 人 用 時 計
歩行時間延長信号機用
小 型 送 信 機
点 字 図 書 主に情報の入手を点字によっている人
視覚障害者用ワードプ
ロセッサー（共同利用）

１・２

就労若しくは就学している人又は就労が見込ま
れる人

地 デ ジ 対 応 ラ ジ オ
視 覚 障 害 者 用
拡 大 読 書 器 本装置により文字等が読むことが可能になる人

点 字 デ ィ ス プ レ イ 盲ろう者または
視覚障がい者 １・２ 原則として視覚障がい２級かつ聴覚障がい２級以上の重

度重複障がいを有する人、又は視覚障がい２級以上の人
聴 覚 障 害 者 用
屋 内 信 号 装 置 聴　　覚

２ 聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

聴 覚 障 害 者 用
情 報 受 信 装 置 本装置によりテレビの視聴が可能になる人

聴 覚 障 害 者 用
通 信 装 置

聴　　覚
音声言語

コミュニケーション、緊急連絡等の手段として
必要と認められる人

火 災 警 報 器 視覚聴覚など
又は知的障がい

１・２
Ａ

火災発生の感知及び避難が著しく困難な人のみ
の世帯又はこれに準ずる世帯自 動 消 火 器

電 磁 調 理 器 視　　覚
知的障がい

１・２
Ａ

視覚障がい者のみ又は最重度の知的障がい者の
みの世帯及びこれに準ずる世帯

特 殊 便 器 上　　肢
知的障がい

１・２
Ａ 訓練を行っても排便後の処理が困難な人

便 器
下肢・体幹 １・２

住宅改修を伴うものを除く
入 浴 担 架 入浴に当たり家族等他人の介助を必要とする人

− 20 −



用具の種類 対　　　　　象　　　　　者
障害区分 等級・程度 そ　　の　　他

体 位 変 換 器

下肢・体幹 １・２

下着交換等に当たり家族等他人の介助を必要と
する人

訓 練 用 ベ ッ ド 学齢児以上の障がい児のみ
特 殊 寝 台
移 動 用 リ フ ト 天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

特 殊 マ ッ ト 下肢・体幹
知的障がい

１
Ａ 身体障がい児の場合２級以上含む

特 殊 尿 器

下肢・体幹

１ 常時介護を必要とする人
訓 練 い す １・２ ３歳以上の障がい児のみ

入 浴 補 助 用 具 入浴に介助を必要とする人
住宅改修を伴うものを除く

携帯用会話補助装置 音声言語
肢　　体 発声・発語に著しい障がいを有する人

携帯用会話補助装置
用大型キーボード 上　肢 １・２ 携帯用会話補助装置の交付対象であって、なお

かつ上肢機能障がい 1・2 級の人
Ｔ字状・棒状のつえ 平衡機能

下肢・体幹
１～３

移動・移乗支援用具 家庭内の移動等において介助を必要とする人

頭 部 保 護 帽
平衡機能

下肢・体幹
知的障がい
精神障がい

歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのあ
る人。又は、最重度の知的障がい若しくは精神
障がいがありてんかんの発作等により、頻繁に
転倒する恐れのある人

透 析 液 加 温 器 腎　　臓 １・３ 自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行
う人

ネ ブ ラ イ ザ ー
（吸入器）

呼吸機能障がい等
１・３ 呼吸器機能障がい３級以上又は同程度の身体障

がいであって、必要と認められる人
電 動 式 た ん 吸 引 器
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な人
酸 素 ボ ン ベ 運 搬 車

内　　部
医療保険における在宅酸素療法を行う人

非 常 用 電 源 医療的ケアを必要とする人で
人工呼吸器やたん吸引機等が必要な人

情報・通信支援用具 上肢・視覚 １・２
人 工 喉 頭 喉頭摘出者

ス ト マ 装 具 人 工 肛 門 又 は
人工膀胱造設者

紙 お む つ 等 ストマ装具の使用
困難者等

高度の排便・排尿機能障がい・脳原性運動機能
障がいかつ意思表示困難者

収 尿 器 排尿機能

人 工 内 耳 用 電 池 人工内耳を装用している
聴覚障がい者（児）

人工内耳用体外装置 人工内耳を装用している
聴覚障がい者（児）

現に装用している人工内耳用体外装置を装用
して５年以上が経過し、動産保険、任意保険
及び医療保険の給付制度を利用して本装置の
買い替えが出来ないと判断された聴覚障がい
者（児）
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名　　　　称 所　在　地 電話番号 FAX 番号

越 前 市 社 会 福 祉 課 〒915−8530
越前市府中1丁目13−7 22−3004 22−3257

越 前 市 今 立 総 合 支 所
市民福祉グループ

〒915−0292
越前市粟田部町9−1−9 43−7812 43−7816

越 前 市 社 会 福 祉 協 議 会
総務企画部　地域福祉部

〒915−0071
越前市府中1丁目11−2

（市民プラザたけふ4階）
22−8500 22−8866

越 前 市 社 会 福 祉 協 議 会
在宅福祉部

〒915−0057
越前市矢船町8−12−1 22−5151 22−8011

福井県丹南健康福祉センター
武生福祉保健部

〒915−0882
越前市上太田町41−5
（福井県南越合同庁舎1階）

22−4135 22−5660

福井県丹南健康福祉センター 〒916−0022
鯖江市水落町1−2−25 51−0034 51−7804

福 井 県 総 合 福 祉 相 談 所
障がい者支援課

〒910−0026
福井市光陽2丁目3−36 0776−24−7311 0776−24−8834

福 井 県 総 合 福 祉 相 談 所 
精神保健福祉課

〒910−0026
福井市光陽2丁目3−36 0776−24−5135 0776−24−8834

福 井 県 児 童 ･ 女 性 相 談 所
福井児童相談所

〒918-8105
福井市木田3丁目701 0776−35−1581 0776−35−1581

福 井 県 障 が い 福 祉 課 〒910−8580
福井市大手3丁目17−1 0776−20−0338 0776−20−0639

福 井 県 社 会 福 祉 協 議 会 〒910−8516
福井市光陽2丁目3−22 0776−24−2339 0776−24−8941

日本年金機構　武生年金事務所 〒915−0883
越前市新町5−2ー11 23−1126 24−1833

越 前 警 察 署 〒915−0831
越前市日野美２丁目33 24−0110 23−1111

武 生 税 務 署 〒915−8533
越前市中央1丁目6−12 22−0890 ー

福 井 県 税 事 務 所
（自動車税グループ）

〒910−8555
福井県松本3丁目16−10 0776−21−8274 0776−21−8260

福 井 県 丹 南 県 税 相 談 室
〒915−0882
越前市上太田町41−5
　（福井県南越合同庁舎）

23−4544 23−4540

南 越 消 防 組 合　 指 令 情 報 課 〒915−0846
越前市千福町126 21−8899 21−8890

ハローワーク武生(武生公共職業安定所)
〒915−0071
越前市府中1丁目11−2

（市民プラザたけふ4階）
22−4078 22−8830

福 井 障 害 者 職 業 セ ン タ ー 〒910−0026
福井市光陽2丁目3−32 0776−25−3685 0776−25−3694

福井障害者就業・生活支援センター
　ふっとわーく

〒910−0033
福井市三郎丸町4丁目303 0776−97−5361 0776−97−5362

ふくい若者サポートステーション
（サポステふくい）

〒910−0026
福井市光陽2丁目3−22
(福井県社会福祉センター内）

0776−21−0311 0776−21−0313

福井県障害者社会参加推進センター
〒910−0026
福井市光陽2丁目3−22
(福井県社会福祉センター内）

0776−27−1632 0776−25−0267

Ｎ Ｈ Ｋ 福 井 放 送 局 〒910−8680
福井市宝永3丁目3−5 0776−28−8850 0776−28−8862

武 生 郵 便 局 〒915−8799
越前市中央1丁目10−30 0570−943−165 ー

関 係 機 関 このしおりで紹介した関係機関等の一覧
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〒910-0026　福井市光陽２丁目３- 36福井県総合福祉相談所

福井県児童・女性相談所

社会福祉センター社会福祉センター

新明里橋新明里橋 九十九橋九十九橋

花月橋花月橋

光陽光陽

有楽 つくも

市役所
●

裁判所●

●体育館

福井大学

フェニックス
プラザ ● 文

文
文

福井工大
文

文

文

文

東別院
福井大仏●

大手
順化

照手

春山 宝永

松本田原乾　徳

文　京

花月学園

県庁

福井県総合福祉相談所福井県総合福祉相談所

足羽川
足羽川

月見

西谷

木田

大町

●羽水高校
下馬

足羽山足羽山 福井県児童・女性相談所福井県児童・女性相談所

〒福井南郵便局〒福井南郵便局

板　 垣

赤
十
字
前

赤
十
字
前

花
堂
花
堂

越
前
花
堂

越
前
花
堂 ●産業会館●産業会館

〒918-8105　福井市木田3丁目701
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